
令和４年４月１１日 

【無償配布】堤防の刈草で作った『堆肥』をぜひお使いください 
～ 資源の有効活用や除草コストの縮減を目指して ～ 

 
 福井河川国道事務所では、堤防に亀裂や陥没等異常がないか点検するために、年２回

堤防の除草を行っています。 
資源の有効活用や除草コストの縮減を目的として、刈り取った草の堆肥化を行いまし

たので、無償で配布します。 
ご希望の方は、下記の事項をご確認の上、配布場所にお越しください。 
 

【配布日時】 
・令和４年４月２２日（金）～令和４年４月２４日（日） 
・時間 ： １０時～１５時 
・雨天決行 

 
【配布場所】 

・福井市黒丸町地先（九頭竜川と日野川の合流部） 
 
【配布方法等】 

・配布対象 ： 上記配布日時に、配布場所へ取りに来ることが可能な方。 
・配布量  ： １５，０００ｋｇ程度 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜問合せ先＞ 国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所 
副所長（河川）   安井 耕一 (内線２０４） やすい こういち 
河川管理第一課長  林  尚典 (内線３３１） はやし ひさのり 

TEL：０７７６－３５－２６６１（代表） FAX：０７７６－３５－６９７９ 
 

【現地作業に関するお問い合わせ先】 
福井河川国道事務所 九頭竜川出張所 

〒９１０－００３９ 福井市三ツ屋町１０－９－２ 
TEL：０７７６－２２－２５７８  FAX：０７７６－２２－６８０１ 

 

○マスクの着用、隣の人と 2 メートルの距離を保つよう   

ご協力ください。 

○新型コロナウイルス感染症の状況により、無償配布を中止、

または延期する場合は、ホームページにてお知らせします。 

○ご不明な点については、下記の問い合わせ先まで連絡くだ

さい。 



令和４年４月１１日 

【配布上の留意事項】 

（１）堆肥の持ち帰り用袋は、ご自身で用意してください。 

（２）堆肥には一定の臭気があります。また、ゴミや石等が混入する場合があ

りますので、ご使用に当たっては、ご注意ください。 

（３）堆肥の配布は、以下条件を守ってください。 
① 提供は先着順とし、堆肥がなくなり次第終了となりますので、ご了承願いま

す。 
② 営利目的の転売は禁止します。 
③ 堆肥を詰め込む袋はご持参ください。 
④ 堆肥の袋詰め及び積込・運搬は、来場者にて行ってください。なお、安全に

は十分配慮してください。 
⑤ 提供後の返却には応じかねます。責任を持って処理してください。 
⑥ 積込・運搬時の事故等については、国土交通省は一切責任を負いません。 
⑦ 当日は、配布場所の受付にて、今後の無償配布の参考とするため簡単なアン

ケートにご協力ください。 
⑧ その他、不明な点は現地の担当者の指示に従ってください。 

 
配布時の様子（令和３年６月） 

 
 

 
                            


